
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決を破棄する。

　　　　　本件を仙台高等裁判所に差し戻す。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人米沢多助の上告理由第一点について。

　原審の認定したところによれば、本件第一、第二の不動産は被上告人の所有であ

つたところ、被上告人は、昭和三〇年一一月一五日訴外Ｄ株式会社の代表取締役で

ある訴外Ｅから、個人名義の財産をもつていないと取引先の信用を得られないから、

右第一、第二の不動産の所有名義だけでも貸して欲しい旨申し込まれ、同訴外人と

合意のうえ、右不動産につき売買予約をしたと仮装し、Ｅのため所有権移転請求権

保全の仮登記手続をしたところ、Ｅは真正に成立したものでない委任状によつて、

右不動産につき、ほしいままに自己に対し所有権取得の本登記手続を経由したとい

うのである。

　思うに、不動産について売買の予約がされていないのにかかわらず、相通じて、

その予約を仮装して所有権移転請求権保全の仮登記手続をした場合、外観上の仮登

記権利者がこのような仮登記があるのを奇貨として、ほしいままに売買を原因とす

る所有権移転の本登記手続をしたとしても、この外観上の仮登記義務者は、その本

登記の無効をもつて善意無過失の第三者に対抗できないと解すべきである。けだし、

このような場合、仮登記の外観を仮装した者がその外観に基づいてされた本登記を

信頼した善意無過失の第三者に対して、責に任ずべきことは、民法九四条二項、同

法一一〇条の法意に照らし、外観尊重および取引保護の要請というべきだからであ

る。

　今叙上の見地に立つて本件を見るに、原審の認定したところによれば、前示のご

とくＥがほしいままに仮登記に基づく本登記をなした後、本件第一、第二の不動産
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は登記簿上、Ｅより訴外Ｆ株式会社を経て上告人Ａ１に、さらに本件第二の不動産

は上告人Ａ１より同Ａ２に移転しているという以上、原審はすべからく上告人らは

本件不動産の取得につき善意無過失であつたかどうか、すなわち、被上告人は本件

の本登記の無効を以て上告人らに対抗できるかどうかについて、審理すべきであつ

たのである。しかるに、原審は何等この点について判示するところがないのは審理

不尽の非難を免れない。本件上告は、この点において理由があるものというべきで

ある。�

　よつて、右の事情について更に審理させるため、上告理由中その余の点について

の判断を省略し、民訴法四〇七条一項により原判決を破棄して本件を原審に差し戻

すこととし、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
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